
 

 

件  名  職員の特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正する条例 

主 管 課 人事課 

根拠法令等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備 

に関する政令 

内   容 

【改正の概要】 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、「新型コロナウ

イルス感染症」が新型インフルエンザ等感染症と位置付けられる旨変更されたことから、職員

の特殊勤務手当等に関する条例の一部を次のとおり改正。 

 

 

【改正の内容】 

 新型コロナウイルス感染症に係る定義の改正（条例附則第18項） 

 

改 正 後 改 正 前 

職員が新型コロナウイルス感染症（病原

体がベータコロナウイルス属のコロナウ

イルス（令和２年１月に、中華人民共和国

から世界保健機関に対して、人に伝染する

能力を有することが新たに報告されたも

のに限る。）であるものに限る。以下同じ。）

から県民の… 

 職員が新型コロナウイルス感染症を指

定感染症として定める等の政令（令和２年

政令第11号）第１条に規定する新型コロナ

ウイルス感染症（以下「新型コロナウイル

ス感染症」という。）から県民の… 

 

 

【 参 考 】 

人事院規則９－１２９－４（東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処

するための人事院規則９－３０（特殊勤務手当の特例））第７条第１項第１号に準じて改正 

 

施 行 日 公布日 

【その他参考事項】 

 

 

 


